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これまでにいただいたご意見

昨年11月のシンポジウム及び12月の監視委員会において、監視委員会の運営についてご意見をいただいた。

○委員会の対外的発信が足りていないのではないか。

議事録を読んでいない人にも議論の内容がわかる工夫が必要ではないか。

○厚生労働大臣への意見・勧告の回数が少ないのではないか。

○委員会の到達点を整理し、自己評価していくべきではないか。
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広報について

周知啓発の一環として、昨年11月にシンポジウムも開催したところであるが、

監視委員会のさらなる周知啓発を進めるため、以下の対応を進めることとしたい。

○上記に加え、以下の対応を実施

・厚労省X（旧Twitter）での開催報告を掲載

・WEB会議のアーカイブを一定期間掲載

・関連議題を整理したページを監視委員会HP上に新規追加

○委員会の開催案内をHP掲載

○会議をWEB配信

従来

今後の方向性
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委員会での議題設定について

昨年11月のシンポジウムや３月の監視委員会において、厚生労働大臣への意見・勧告が少ないのではないかと

の指摘があった

これまで以上に委員会における議論を深めるため、議題設定についても見直しを図ることが考えられる

○年間を通して集中して議論を行う課題を設定するのはいかがか

・１つの課題に対する議論を深めることにより、監視委員会の意見を集約しやすくすることを期待

○なお、個別課題の議論についても引き続き実施する

○委員会開催ごとに個別に議題を設定

・委員の要望に応じて、柔軟に議題設定が可能な一方、

単発の議論を重ねることになり、議論の継続性に課題
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